
遺言書
の作成

は

専門家
にお任

せ

くださ
い。

大切な家族のことを考えて“想い”を形に残しましょう！

財産の分け方をご自身でお決めになりたい方
結婚をしているがお子様がいない方
再婚をされている方
自分の兄弟や甥姪がご相続人にあたる方
婚姻届を出していない夫婦
ご相続人の一人に財産を多く残したい方

・費用が掛からず手軽にできる
・いつでも更新できる

・あらかじめ公証人によりチェックされ
  ているため、最も確実に遺言を残す
  ことが出来る
・開封時の家庭裁判所の検認が不要
・遺産分割協議が不要
・公証役場に原本が保管されているので、
  紛失しない。また遺言書の検索も可能。

・費用が掛かる（公証人手数料）
・内容を公証人と2人の証人（計3人の
  他人）にも一時的に公開される
  ※もちろん、証人にも守秘義務が求められます。

・遺言内容の実現が不確実であること
 （遺言の存在が見つからなかったり、見つ
 かっても破棄されるおそれがあるため）
・家庭裁判所の検認が必要
・検認を経ないで遺言を執行すると、
  5万円以下の過料に処せられる

遺言書には大きく自筆証書と公正証書があります
メリット デメリット

の

遺言書の作成をお勧めしたい方

すすめ

自筆証書遺言

公正証書遺言

初回の
無料相談から
対応します

打合せの上、お客様の
ご意向に沿って
文案等の確認

・戸籍の調査
・住民票等の調査
・相続関係説明図の
  作成

・評価証明等の取得
・預金等の残高調査
・財産目録の作成等

遺言書の作成の手順

〒591-8025大阪府堺市北区長曽根町130番地23
堺商工会議所会館1階

遺
言
者
の

方
針
確
認

指
定
相
続
人

調
査

相
続
財
産
の

調
査

公
証
人
の

チ
ェ
ッ
ク

文
案
の
確
認 遺

言
完
成

目
的
の
実
現
に
向
け
て

専
門
家
に
よ
る

ア
ド
バ
イ
ス

民法・税法・人間関係・その他を
考慮して、最善の文案を

提案します。

公証人と証人の手配
及び日程調整

公証人による最終チェック

下記お手伝いを高田司法書士事務所では正確、スピーディーかつリーズナブルに対応します。

自筆証書遺言作成

作成費用５万円～（税別）

作成費用8万円～（税別）


